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資料 5   
 
 

１ 施策の体系 

将来像の実現に向けて、4 つの基本方針ごとに、以下のような施策等を位置づけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

将来像を実現するための計画 

１ 

ふ
る
さ
と
の
緑
と
水
を
ま
も
り
・
い
か
す 

① 狭山丘陵の緑の保全・活用 

② 水辺の保全・活用 

④ 農地の保全・活用 

⑥ 樹林地の保全 

緑
と
水
の
将
来
像 

「
緑
と
水
の
都
市
」 

基本方針 

昔
か
ら
の
自
然
の
骨
格
の
継
承 

暮
ら
し
と
歴
史
に
育
ま
れ
た
緑
の
保
全
・
活
用
・
継
承 

１ 狭山丘陵の活用促進に関する広域連携の推進 

２ 緑地保全制度の継承 

３ 都市計画緑地の保全と公有地化 

４ 多様な手法の活用による狭山丘陵の民有緑地の保全 

５ 自然生態系の調査 

６ 樹林等の適正な管理 

７ 環境教育活動の充実 

８ 緑地を自然と人との共生体験の場として活用 

９ 水と生き物にふれあう川づくり 

10 奈良橋川における環境整備 

11 前川の維持・保全 

12 河川の水質向上・浄化対策 

13 野火止用水の保全 

14 湧水と周辺の緑の保全 

17 農地環境の整備 

18 生産緑地地区及び特定生産緑地地区の指定と活用 

19 市民農園の整備 

20 観光農業及び学校農園の推進 

21 農地の活用による防災機能の強化 

23 保存樹林・保存樹木の指定制度の維持 

24 保存樹林・保存樹木の PR 及び支援の検討 

25 歴史的な緑及び原風景を形成する緑の保全 

(1) 狭山丘陵の緑の計画的な保全・活用 

(2) 狭山丘陵の生態系の保全・回復 

(3) 林間レクリエーションゾーンとしての活用 

(1) 水辺空間の整備と活用 

(2) 湧水の保全と活用 

③ 生物多様性の保全・回復 
15 トウキョウサンショウウオ等の生息地の保全 

16 外来種対策 
(1) 多様な生物の生息環境の保全・回復 

(1) 農地の保全 

(2) 農地を活かしたまちづくり 

⑤ 多様な緑空間の活用 (1) 多様な緑空間を活かしたまちづくり 22 空き地等の活用による公園的空間の創出 

(1) 樹林・樹木の保全 

(2) 歴史・暮らしと一体となった緑の保全 

⑦ 都市公園施設の保全 (1) 都市公園の長寿命化 26 公園施設長寿命化計画の推進 

⑧ 緑のリサイクル 

(1) 緑のリサイクルシステムづくり 

(2) 雑木林のサイクルの回復  

27 剪定枝や落ち葉のリサイクル 

28 雑木林における多様なサイクルの回復 

施策方針 施策 具体的な取組 
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２ 

緑
の
拠
点
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
る 

① 公園緑地等の適正な配置 

② 市民ニーズに合った 

公園整備 

③ 緑と水によるネットワーク 

  の形成 
緑
と
水
の
将
来
像 

「
緑
と
水
の
都
市
」 

基本方針 

市
全
体
と
地
域
の
特
性
を 

い
か
し
た
多
様
な
緑
の
創
出 

緑
と
水
の
資
源
を
つ
な
ぐ 

効
果
的
な
緑
と
水
の 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
創
出 

29 多様な緑の空間の配置 

30 都市基幹公園の維持・更新 

32 誰もが安心して利用できる公園の管理及び整備 

(1)公園緑地等の配置計画 

(1) 身近な公園づくり 

(2) 安全・安心な公園づくり 

(1) 狭山丘陵を核とする緑のネットワーク 

の形成 

(2) 歩道及び自転車走行空間の整備 

(3) 生態的なネットワークの形成 39 生物の移動・生息環境の維持 

34 花木を活かしたネットワークの形成 

施策方針 施策 具体的な取組 

(3)特色ある公園づくり 33 特色ある公園づくりの推進 

31 地域の特性に応じた公園整備 

35 既存ルートの活用 

36 幹線道路の歩道整備 

37 河川管理用通路の活用 

38 ウォーキングマップの活用促進 

３ 

緑
と
花
が
あ
ふ
れ
る
ま
ち
を
つ
く
る 

① 公共空間の緑化 

② 民有地の緑化 

③ 緑化推進重点地区 

緑
と
花
に
よ
る
ま
ち
の
個
性
と
彩
り
の
創
出 

(1) 公園の緑化 

(1) 保存生垣の指定制度の充実 

(2) 民有地の緑化促進 

(1) 緑化推進重点地区の緑化等の推進 

40 季節感のある植栽の実施 

41 植栽の適正な管理 

47 駅周辺の緑と花による顔づくり 

50 緑化推進重点地区 

48 保存生垣の指定制度の充実 

(2) 道路の緑化 

(3) 公共公益施設の緑化 

(4) 駅周辺の緑による顔づくり 

42 季節感のある植栽の実施 

43 ポケットパーク的空間の整備 

44 道路の緑化及び街路樹の適正な管理 

45 季節感のある植栽等の実施 

46 接道部や建物等の緑化 

49 街づくり条例や地区計画制度を活用した緑化計画 
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４ 

市
民
・
企
業
・
行
政
の
協
働 

① 緑化のしくみづくり 

② 緑化の支援体制づくり 

③ 緑の普及・啓発 

緑
と
水
の
将
来
像 

「
緑
と
水
の
都
市
」 

基本方針 

57 情報発信機能等の強化 

(1) 公園緑地等の計画、整備、管理 

(1) 多様な活動の支援 

(2) 緑化知識習得機会の創出 

(2) 緑化の奨励 

(3) ガイドブック等の作成 64 緑のガイドブック等の作成 

施策方針 施策 具体的な取組 

(3) 情報発信機能等の強化 

55 ボランティア等の育成・支援 

56 講習会や園芸教室等の開催の推進 

51 多様な主体の連携・協働による計画、整備、管理 

52 民間活力による公園の計画、整備、管理 

53 市民花壇の整備 

54 市民参加による街路樹等の管理 
市
民
・
企
業
・
行
政
の
多
様
な
連
携
に
よ
る
緑
の
保
全
・
活
用
・
創
出 

(4) 環境緑化基金の活用推進 58 環境緑化基金の活用推進 

(1) イベントの開催 59 市民参加イベントの開催 

60 住宅地の緑化の奨励 

61 工場・事業所の緑化の奨励 

62 商店街の緑化の奨励 

63 駐車場の緑化の奨励 

(4) 緑の調査・教育 65 市民協働による自然環境の調査・学校教育との連携 



■緑の基本計画_施策及び取組みの見直し（案） 
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〈1〉水辺空間の整備と活用 

１６ ア 水と生き物にふれあう川づくり 

１７ イ 空堀川の親水空間と自然性の回復のための整備 

１８ ウ 空堀川の管理用通路の緑化と憩いの場の設置 

１９ エ 旧空堀川河川敷の遊歩道化 

２１ カ 前川の整備方針の策定      見直し・継続（Ｃ１１） 

２２ キ 河川の水質向上・浄化対策    継続（Ｃ１２） 

2 水辺の保全・活用 

２３ ク 野火止用水の保全とホタルの回復 見直し・継続（Ｃ１３） 

２０ オ 奈良橋川の整備方針の策定    見直し・継続（Ｃ１０） 

〈2〉湧水の保全と活用 

〈1〉多様な生物の生息環境の保全・回復 

③ 生物多様性の保全・回復 

１４ 湧水と周辺の緑の保全 
 

１５ トウキョウサンショウウオ等の生息地の保全 

１６ 外来種対策 

[具体的な取組み(案)] 都及び周辺自治体と連携した対策の検討、市報やホー
ムページなどを通じて市民に注意喚起や対策等の周知等 

〈2〉湧水の保全と活用 

２４ ア 湧水と周辺の緑の保全          継続（Ｃ１４） 

２５ イ トウキョウサンショウウオの生息地の保全 見直し・継続（Ｃ１５） 

２６ ウ 暗渠となっている水路の復活 

〈1〉狭山丘陵の緑の計画的な保全 

１ ア 狭山丘陵の保全と活用に関する総合的な計画の策定 

２ イ 都立狭山自然公園制度の継承 

３ ウ 廻田風致地区制度の継承 

４ エ 狭山近郊緑地保全区域制度の継承 

５ オ 狭山緑地、東大和緑地、東大和狭山緑地、 
東大和芋窪緑地の保全と公有地化 継続（Ｃ３） 

６ カ 東大和緑地と東大和狭山緑地の区域の拡大 

７ キ 奈良橋地区の緑地の保全 

Ａ：施策の方針/施策及び取組み（現行計画） 

基本方針１ ふるさとの緑と水をまもり、いかす 

昔 

か 

ら 

の 

自 

然 

の 

骨 

格 

の 

継 

承 

テーマ 

１ 狭山丘陵の緑の保全・活用 

Ｃ：施策の方針/施策及び取組み（見直し案） 

〈1〉狭山丘陵の緑の計画的な保全・活用 

１ 狭山丘陵の活用促進に関する広域連携の推進 

２ 緑地保全制度の継承 

３ 都市計画緑地の保全と公有地化 

４ 多様な手法の活用による狭山丘陵の民有緑地の保全 

① 狭山丘陵の緑の保全・活用 

〈2〉狭山丘陵の生態系の保全・回復 

８ ア 自然生態系の調査 継続（Ｃ５） 

９ イ 樹木の適正な管理計画の策定 

１０ ウ 萌芽更新等の管理の継続 

１１ エ 郷土博物館を中心とした環境教育活動の充実 継続（Ｃ７） 

１２ ア 緑地を自然と人との共生体験の場として活用 

１３ イ 緑とのふれあいの場として活用  

〈3〉林間レクリエーションゾーンとしての活用 

１４ ウ 野鳥観察施設の整備 

１５ エ 野草園等の整備 

〈2〉狭山丘陵の生態系の保全・回復 

・現在も各制度指定されており、今後も継承して制度の運用を行っていくた
め、制度ごとに分けずに統合する 

・狭山丘陵の大半が都有地、都の都市計画緑地に指定され、都による保全や
活用に関する方針が示されていることなどから廃止する 

・狭山丘陵の関わる６市町が一体となった活用の視点がほしい 
・狭山丘陵の知名度向上、市の売りとして活用をしてほしい 

[具体的な取組み(案)] 都、関係市町、公園管理者等と連携したイベント開催
等の推進 

６ 樹林等の適正な管理 
・樹林地の管理として統合する 

５ 自然生態系の調査 

７ 環境教育活動の充実 

・周遊道路の整備や緑地の整備、公園化する等触れ合えるようにしたい 
・芋窪緑地も人が入れるような場所にしてほしい 

〈3〉林間レクリエーションゾーンとしての活用 

８ 緑地を自然と人との共生体験の場として活用 ・公共施設等総合管理計画の総量縮減の趣旨を踏まえ、新たな施設整備は行
わないため、見直し・統合する 

[具体的な取組み(案)] 都と連携し、狭山丘陵の自然環境の保全に配慮しなが
ら、散策やサイクリング、アスレチック、郷土博物館が行うバードウォッチ
ング、狭山丘陵に自生する野草の観察などの場として積極的な活用の検討等 

・空堀川及び旧空堀川は都が整備主体であり、市の取り組みとしては「要請」
が主になるため、統合する 

・市と都でうまく調整をし、市民の声が反映されるようにお願いしたい 
・生物、植物とふれやすくしてほしい 
・川の水辺で大勢の人が憩える場所を作ってほしい 

〈1〉水辺空間の整備と活用 

② 水辺の保全・活用 

９ 水と生き物にふれあう川づくり 

１０ 奈良橋川における環境整備 

１１ 前川の維持・保全 

１２ 河川の水質向上・浄化対策 

１３ 野火止用水の保全 ・野火止用水だけでなく、他の場所でホタルを育てることを検討
することも必要になってきている 

・野火止用水沿いの樹木管理、保存も続けてほしい 
市民 

・水路を復活するような箇所がないため、廃止する 

・ナガミヒナゲシ、オオキンケイギク、ワルナスビ等の駆除について考え
ていきたい 

・計画の中にも外来種について触れてほしい 

・トウキョウサンショウウオは道路脇の側溝のような場所に生息している
ので、管理が難しい 

・春の小川、メダカの学校、赤トンボ、日本の自然を守りたい 

市民 

市民 

[具体的な取組み(案)] 都と連携して、歴史環境保全地域の指定を継承し、良
好な野火止用水の緑と水辺環境の保全、生息環境としての適切性など、ホタ
ル回復の取組みの継続性についての検討等 

市民 

・都市計画緑地に制度を限定せず、多様な緑地保全手法の組み合わせによる
保全が望まれるため、統合する 

[具体的な取組み(案)] 都市緑地法に基づく市民緑地制度や東大和市みどり
の保護・育成に関する条例に基づく保存樹林等の手法による保全の検討 

市民 

・狭山丘陵のアスレチックフィールドが老朽化していて、活用されていない 
・今ある資源をより良いものにした結果、市外から人が入って来るという 

観点もほしい 
 

市民 

[具体的な取組み(案)] 機能や安全性等を踏まえた上で、市街地における貴重
なオープンスペースとして、維持・保全の継続等 

・前川は生物が生息できない状態なので、環境改善してほしい 市民 

Ｂ：廃止・統合理由や市民ニーズ等 

・トウキョウサンショウウオの生息地の保全と併せて、
生物多様性を確保していくため、生息環境の保全・
回復や外来種対策に関する新規の取組みとする 

・多摩湖周辺のサクラを更新しながら残してほしい 市民 

凡例  新規       廃止及び見直し・統合       統合       継続及び見直し・継続       市民意見 ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 市民 

１ 

２ 

３ 

４ 



■緑の基本計画_施策及び取組みの見直し（案） 
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基本方針３ 緑と花があふれるまちをつくる 

〈1〉緑のリサイクルシステムづくり 

３ 緑のリサイクル 

９４ ウ 不要樹木のリサイクル 

９３ イ 落ち葉の堆肥化 

９２ ア 剪定枝の堆肥化・チップ化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– 

[具体的な取組み(案)] 東大和狭山緑地等において、市民団体等と連携し
て、萌芽更新や下草刈りなど適正な管理に取組み、資源循環や自然に対
する人間の働きかけや自然とのふれあいの回復、さらには、生物多様性
の保全・再生など、かつての雑木林のサイクルの回復等 

Ａ：施策の方針/施策及び取組み（現行計画） 

基本方針１ ふるさとの緑と水をまもり、いかす 

暮
ら
し
と
歴
史
に
育
ま
れ
た
緑
の
保
全
・活
用
・継
承 

テーマ Ｃ：施策の方針/施策及び取組み（見直し案） 

〈1〉農地の保全 

２７ ア 農地環境の整備      継続（Ｃ１７） 

２８ イ 生産緑地地区の指定と活用 見直し・継続（Ｃ１８） 

３ 農地の保全・活用 

〈2〉農地とまちづくり 

２９ ア 市民農園の整備 継続（Ｃ１９） 

３０ イ 観光農園の整備 

３１ ウ 学校農園の整備の検討 

〈1〉農地の保全 

１７ 農地環境の整備 

・東大和市の農業を守り、緑や水の自然の保全をしてほしい 
・減少に歯止めをかけるには抜本的な対策が必要 
・農地を市街地の貴重な緑として積極的に保全・活用を図る計画とする

ことが重要である 

市民 

④ 農地の保全・活用 

１８ 生産緑地地区及び特定生産緑地地区の指定と活用 

〈1〉多様な緑空間を活かしたまちづくり 

２１ 農地の活用による防災機能の強化 

⑤ 多様な緑空間の活用 

２２ 空き地等の活用による公園的空間の創出 

〈2〉農地を活かしたまちづくり 

１９ 市民農園の整備 

２０ 観光農業及び学校農園の推進 

・学校農園の整備については、学校側からの「要請」が基本になる。その他
の農園と一体的に取組むため、統合する 

〈1〉樹林・樹木の保全 

２３ 保存樹林・保存樹木の指定制度の充実 

⑥ 樹林地の保全 

２４ 保存樹林・保存樹木の PR 及び支援の検討 

〈2〉歴史・暮らしと一体となった緑の保全 

２５ 歴史的な緑及び原風景を形成する緑の保全 

・「東大和市みどりの保護・育成に関する条例」は、平成 12 年から奨
励金が停止されているため、現在、指定されている樹木・樹林を維持
し、市の良好な自然環境資源として現状把握及び保全に努めるため、
統合する 

〈1〉樹林・樹木の保全 

３２ ア 保存樹林の指定制度の充実 

３３ イ 保存樹林の管理奨励金制度 

３４ ウ 保存樹木の指定制度の充実 

３５ エ 保存樹木の管理奨励金制度 

4 樹林地の保全 

３６ オ 保存樹林・保存樹木の PR 継続（Ｃ２４） 

〈2〉歴史・暮らしと一体となった緑の保全 

３７ ア 社寺境内地等の緑の保全 

３８ イ 屋敷林・防風林の保全 

・歴史や暮らしと一体となった緑として統合する。 

・東大和の原風景を形成する緑と水を大切にしていきたい 市民 

〈1〉都市公園の長寿命化 

２６ 公園施設長寿命化計画の推進 

⑦ 都市公園施設の保全 

・木のベンチなど老朽化していて誰かが怪我してもおかしくない 
・公園の遊具やフェンスの劣化が気になる 

市民 

・「公園施設長寿命化計画」を策定し、計画に基づき今後も補修・修繕 
・更新を進めるため、新規の取組みとする 

〈1〉緑のリサイクルシステムづくり 

２７ 剪定枝や落ち葉のリサイクル 

⑧ 緑のリサイクル 

〈2〉雑木林のサイクルの回復 

２８ 雑木林における多様なサイクルの回復 

・需要が少ないことに加え、システムを構築するには収集・保管に多大な
コストが掛かり、コストに見合う効果が期待できないため、廃止する 

・緑のリサイクルと保全がリンクできると良い 
・エネルギーの地産地消を東大和市でも市民協働で取り組む必要がある 
・水・緑・農地と地球温暖化などの問題をうまく結びつけていくことも大

事である 

市民 

・伐採するだけでなく、伐採した枝をどのように生かしていくかを考えてい
る 

 

・「東大和市農業振興計画」で、「都市農地による防災機能の強化」を
今後の方向性に位置づけているため、新規の取組みを設ける 

・公園緑地等の整備における空き地の活用、官民連携によるカフェ・
レストランの導入などの市民ニーズもある 市民 

[具体的な取組み(案)] 災害時協力農地の登録を市民に PR するなど、都市
農地による防災機能の強化等 

[具体的な取組み(案)] 空き地等について、都市緑地法に基づく市民緑地認
定制度等を活用し、地域の自治組織や NPO 法人等と協力しながら公園と
同等の空間を創出する取組の検討等 

[具体的な取組み(案)] 公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の適切な
維持管理のもと、施設の機能保全とライフサイクルコストの縮減を推進 

[具体的な取組み(案)] 農地の保全と計画的な活用（公園や市民農園等）に資
するため、生産緑地地区の追加指定や、地区指定から 30 年を経過した生産
緑地地区の特定生産緑地への指定促進等 

Ｂ：廃止・統合理由や市民ニーズ等 

凡例  新規       廃止及び見直し・統合       統合       継続及び見直し・継続       市民意見 ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 市民 

・落ち葉の堆肥化については、対象箇所が限定されるほか、堆肥のニーズも
少ないため、剪定枝のリサイクルと一体的に取組むため、統合する 

・「都市緑地法」の改正により、民間が主体となって空き地等を活用し
た取組みが促進されており、新規の取組みとする 

・「東大和市みどりの保護・育成に関する条例」は、平成 12 年から奨
励金が停止されており現状では復活の予定もないため、PR や表彰な
ど、奨励金以外の支援の検討を進める方向として、見直し・統合する。 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 
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〈1〉公園緑地の配置計画 

３９ ア 公園の種別ごとの適正配置 

４０ イ 身近な公園の整備 

４１ ウ 総合公園の整備 

４２ エ 運動公園の整備 

４３ オ 都市計画緑地の整備 

４４ カ 都市公園の都市計画公園化 

４５ キ 公園緑地の確保目標量 

Ａ：施策の方針/施策及び取組み（現行計画） 

基本方針２ 緑の拠点とネットワークをつくる 

市
全
体
と
市
域
の
特
性
を
い
か
し
た
多
様
な
緑
の
創
出 

テーマ 

１ 公園緑地の体系的な配置 

Ｃ：施策の方針/施策及び取組み（見直し案） 

〈1〉公園緑地の配置計画 

２９ 多様な緑の空間の配置 

３０ 都市基幹公園の維持・更新 

① 公園緑地等の適正な配置 

・条例公園は全て公有地化されており、敢えて都市計画公園に指定する必要
性が小さいため、廃止する 

[具体的な取組み(案)] 既に都市計画決定済みで未整備の街区公園や近隣公
園、並びに市の条例に基づくこども広場については、財政状況に応じて、整
備を検討（東京街道団地地区では公園・広場の整備を推進） 
都市緑地法に基づく市民緑地制度や市民緑地認定制度を活用した民間によ
る市民緑地など、多様な緑の空間の適正な配置を検討 

[具体的な取組み(案)] 上仲原公園を総合公園の適正な維持管理や必要に応
じた機能の更新 
体育館や市民プールのある都立東大和南公園の適正な維持更新や、必要に応
じた機能更新などを東京都に要請 

・身近な「ポケット公園」があちこちにできることを望む 
・公園や緑を増やすのではなく、その場所にあった計画をしてほしい 

 

Ｂ：廃止・統合理由や市民ニーズ等 

・都市計画決定された河川を敢えて、都市計画緑地に指定する必要性が無い
ため見直し、都と連携した適正な維持管理となるため（Ｃ9）と統合する 

・都市基幹公園として統合する。また、市の取組としては、維持管理や施設
更新の「要請」が主となるため、見直しする 

・取組みではなく計画目標の説明のため、廃止する 

〈2〉系統別の公園緑地の配置方針 

４６ ア 環境保全系統 

４７ イ レクリエーション系統 

４８ ウ 防災系統 

４９ エ 景観系統 

５０ オ 総合的な公園配置 

２ 市民ニーズに合った公園整備 

② 市民ニーズに合った公園整備 

〈1〉狭山丘陵を核とする緑のネットワークの形成 
６２ ア 緑のネットワーク 

3 緑によるネットワークの形成 

・取組みではなく計画目標の説明のため、廃止する 〈1〉狭山丘陵を核とする緑のネットワークの形成 

③ 緑と水によるネットワークの形成 

３４ 花木を活かしたネットワークの形成 〈２〉歩行者・自転車道の体系的整備 
６３ ア 既存ルートの活用   継続（Ｃ３５） 

６４ イ 幹線道路の歩道整備  継続（Ｃ３６） 

６５ ウ 河川管理用通路の活用 継続（Ｃ３７） 
 
６６ エ サイン計画・ガイドマップづくり 見直し・継続（Ｃ３８） 

〈３〉視覚的ネットワークの形成 
６７ ア 街路樹による景観誘導 

６８ イ 眺望ポイントと散策ルートの整備 

〈４〉生態的なネットワークの創出 
６９ ア 生物の移動を考慮したネットワークの創出 

７０ イ 市街地のビオトープ空間の形成 

〈２〉歩道及び自転車通行空間の整備 

３５ 既存ルートの活用 

３６ 幹線道路の歩道整備 

３７ 河川管理用通路の活用 

３８ ウォーキングマップの活用促進 

〈３〉生態的なネットワークの形成 

３９ 生物の移動・生息環境の維持 

・既に実施済みであり、新たに整備が見込まれる道路がないため、廃止する 

・生物の生息・移動環境を新たに「創出」することは難しく、「維持」を主眼
として、見直し・統合する 

[具体的な取組み(案)] 既存のサクラ等の花木を活かして、公園緑地をはじ
め、道路や緑道、河川などへのサクラ等の花木の植栽を進め、市内のネット
ワーク形成し、まちの個性の創出を図る等 

・既存のサクラ等の花木を活かしたネットワーク形成を図るため、新規の
取組みとする 

緑
と
水
の
資
源
を
つ
な
ぐ
効
果
的
な
緑
と
水
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
創
出 

〈２〉身近な公園づくり 

５７ ア 多目的に利用できる公園整備 

５８ イ 地区の特性に応じた公園整備 

５９ ウ 老朽化した公園の再整備 

３１ 地域の特性に応じた公園整備 

〈３〉安全・安心な公園づくり 

６０ ア ユニバーサルデザインの公園整備 

６１ イ 人目が届く公園整備 

３２ 誰もが安心して利用できる公園の管理及び整備 
・子供の安心・安全な利用も「ユニバーサルデザイン」の概念の中に入るた

め、統合する 

〈1〉身近な公園づくり 

・「多目的な利用」「老朽化した公園の再整備」も地域の特性に応じた整備や
再整備の中で一体的に検討していく必要があるため、統合する 

・今ある公園をどのように活用するかの計画を考えた方がよい 
・高齢者も子どもも一緒に過ごせるような場所な場所を作ってほしい 

 

[具体的な取組み(案)] 多様な利用ニーズや地区の特性に応じた公園整備や
機能の再編、まちの変化や市民ニーズに応じた老朽化した公園の再整備を行
い、機能や魅力の向上を図る等 

〈2〉安全・安心な公園づくり 

〈３〉緑地の確保目標 

５１ ア 緑地の確保目標 

〈1〉特色ある公園づくり 

５５ エ 原っぱ公園 

５２ ア 親水公園 

５３ イ 樹林地をいかした公園 

５４ ウ 校庭と一体となった公園 

５６ オ 農地を活用した公園 

〈3〉特色ある公園づくり 

３３ 特色ある公園づくりの推進 

[具体的な取組み(案)] 「東大和市特色ある公園整備基本方針」で位置付けた
特色ある公園の各テーマについて、市民ニーズを踏まえた公園整備の検討等 
〇主要な拠点となる公園のテーマ 
 ①展望台のある公園 ②音楽堂のある公園 ③スポーツのできる公園 
 ④魅力的な遊具のある公園 ⑤水遊びのできる公園 

〇補助的な公園のテーマ 
 ①原っぱの公園 ②花づくりの楽しめる公園 ③ユニバーサルデザインの公園 
 ④カラフルな遊具がある公園 ⑤冒険遊びができる公園 ⑥健康遊具がある公園 

 ⑦水と親しめる公園 ⑧防災機能がある公園 ⑨味覚狩りができる公園 
 ⑩オオムラサキなどの蝶が舞う公園 

・都市計画決定済みの近隣公園であり、〈1〉公園緑地の配置計画で近隣公園
の整備等を進めていくため、（Ｃ2９）と統合する 

・既に実施済みであり、新たに整備が見込まれる公園がないため、廃止する 

・「東大和市特色ある公園整備基本方針」に基づいて、市民ニーズを踏まえな
がら、順次整備が進められることになったため、統合する 

・狭山丘陵の中に全体が見まわせる展望台 
・河川以外に公園等に水辺があったらと思う 
・雑木林でオオムラサキを育てる活動も始まりこれから期待できる 
・誰でも花植えが出来るような花壇があると良い 

 

凡例  新規       廃止及び見直し・統合       統合       継続及び見直し・継続       市民意見 ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 市民 

・住区基幹公園の誘致距離標準の数値表示を廃止しており、市で新たに用地
を確保して住区基幹公園を整備していくことは難しく、多様な緑地保全制
度の組み合わせによる緑の空間の適正な配置が求められるため、見直し・
統合する 

・既に実施済みであり、新たに整備が見込まれる眺望ポイントや散策ルート
がなく、今後は PR や利活用の促進が主となるため、見直し・統合する 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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Ａ：施策の方針/施策及び取組み（現行計画） 

基本方針３ 緑と花があふれるまちをつくる 

緑

と

花

に

よ

る

ま

ち

の

個

性

と

彩

り

の

創

出

 

テーマ 

〈1〉公園の緑化 

７１ ア 公園緑化の整備方針 

７２ イ 季節感のある植栽の実施 継続（Ｃ４０） 

１ 公共空間の緑化 

Ｃ：施策の方針/施策及び取組み（見直し案） 

〈1〉公園の緑化 

４０ 季節感のある植栽の実施 

① 公共空間の緑化 

[具体的な取組み(案)] 公園の植栽の適正な維持管理にあたっては、樹種固
有の自然樹形を考慮した剪定や視野の確保などにも留意し、景観形成と安
全確保に努める等 

・樹木の更新について、計画に組み込んで進めてもらいたい 
・木の寿命を考えた伐採や更新のマスタープランがないように思う 
・サクラが衰退してきて、新しいサクラを植えないため、減っている 
・東大和公園・遊歩道などの草木の手入れをもう少ししてほしい 

 

Ｂ：廃止・統合理由や市民ニーズ等 

〈2〉道路の緑化 

７３ ア 道路緑化の整備方針 

７４ イ 季節感のある植栽の実施 継続（Ｃ４２） 

７５ ウ シンボルロードづくり 

７６ エ ポケットパークの整備 見直し・継続（Ｃ４３） 

７７ オ 街路樹の適正な管理  継続（Ｃ４４） 
 

・「東大和市特色ある公園整備基本方針」に基づいて、市民ニーズを踏まえな
がら、順次整備が進められることになったため、（Ｃ３３）と統合する 

４１ 植栽の適正な管理 

〈２〉道路の緑化 

４２ 季節感のある植栽の実施 

・道路緑化について、小さな植木鉢等で草花等を育てる事くらいは出来
ると良い 

市民 

・都の「シンボルロード整備」に芋窪街道が位置づけられていたものを緑の
基本計画に反映したもので、市で独自の整備を行う予定はないため、廃止
する 

４３ ポケットパーク的空間の整備 

４４ 道路の緑化及び街路樹の適正な管理 

・維持することはもっと大切だと思うので、街路樹の剪定等進めて欲しい 
・剪定の時期を考えて、夏には緑陰が形成されるようにしてほしい 

 

[具体的な取組み(案)] 都市計画道路の整備にあたっては、道路の幅員構成
を踏まえて道路緑化。街路樹の剪定にあたっては、街路樹の樹種がもつ固
有の自然樹形を考慮した剪定や自然的な要素を保った街路景観の形成等 

〈３〉公共公益施設の緑化 

７８ ア 季節感のある植栽の実施 
７９ イ シンボル緑化 

８０ ウ 接道部の緑化 

８１ エ 屋上や壁面の緑化 

〈３〉公共公益施設の緑化 

４５ 季節感のある植栽等の実施 

４６ 接道部や建物等の緑化 
・公共施設の緑化として、統合する。屋上緑化や壁面緑化については、施設

の新設や改修の際の検討として、見直しする 

８２ 〈４〉生活心の緑による顔づくり 

８３ 〈５〉公共事業用地の緑化 

・駅前などに花を植える場所を確保できるように計画してほしい 
・表玄関の駅周辺の整備。東大和市駅、玉川上水駅、上北台駅前の緑と水を

増やしていく 

市民 

・過渡的な敷地に対する緑化を進めることは難しいため、廃止する 

８４ 〈1〉住宅地の緑化 

２ 民有地の緑化 

８５ 〈2〉工場等の緑化 

８６ 〈3〉商店街の緑化 

８７ 〈4〉駐車場の緑化 

８８ 〈5〉保存生垣の指定制度の充実 

〈6〉緑化指導等 

８９ア 新築・改築時等の緑化指導 

９０イ 宅地開発等指導要綱による緑化指導等 
９１ウ 地区計画制度、緑地協定の締結促進 

９５ 〈1〉上北台駅周辺地区・立野一丁目地区土地区画整理事業区域 

４ 緑化推進重点地区 

・民有地の緑化については、協働の取組みが主体となり、市では緑化の「推
奨」となるため、基本方針４に移行する 

〈1〉保存生垣の指定制度の充実 

４８ 保存生垣の指定制度の充実 

② 民有地の緑化 ・東大和市にとって重要な資源である生垣が減っている。ぜひ、補助金を復
活させてほしい 

・花をよく植えたり、剪定したりしている方には花の寄付や補助金を出すと
緑化する家が増えるかも知れない 

市民 

・民有地の緑化については、個人の取組みが主体となり、市では緑化の「推
奨」となるため、基本方針４に移行する 

・街づくり条例と地区計画による緑化として、統合する。なお、緑地協定に
ついては、地区計画制度の「かき又はさくの構造の制限」などの中で対応
するため、見直しする 

・「緑のリサイクル」に公園や街路樹に加え、樹林地の保全・活用による生物
多様性や資源循環の視点を追加するため、基本方針１に移行する 

３ 緑のリサイクル 

・「上北台駅周辺」「立野一丁目地区」については、一定の役割を終えたとし
て重点地区から外し、市民緑地認定制度の活用を視野に入れ、市域全域を
指定する 

〈1〉緑化推進重点地区の緑化等の推進 

５０ 緑化重点推進地区 

③ 緑化推進重点地区 

[具体的な取組み(案)] ＮＰＯや企業などが空き地等を活用して公園と同等
の空間を創出する取り組みである市民緑地認定制度の活用検討等 

〈2〉民有地の緑化促進 

４９ 街づくり条例や地区計画制度を活用した緑化計画 

[具体的な取組み(案)] 「東大和市街づくり条例」及び「東大和市みどりの
保護・育成に関する条例」に基づいた計画的な緑化の推進や、地区計画の
活用等による地域特性に応じた良好な環境の確保や景観形成等 

〈４〉駅周辺の緑による顔づくり 

４７ 駅周辺の緑と花による顔づくり 

凡例  新規       廃止及び見直し・統合       統合       継続及び見直し・継続       市民意見 ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 市民 

・花木等の植栽もシンボル緑化の一部であるため、統合する 

継続（Ｃ４７） 
 

見直し・継続（Ｃ５０） 
 

・緑化方針を定めて既存道路に新規街路樹の導入を推進することは考えらず、
新規の都市計画道路の緑化については街路樹の適正な管理とあわせて進め
ていくため、見直し・統合する 
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■緑の基本計画_施策及び取組みの見直し（案） 

 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本方針３ 緑と花があふれるまちをつくる 

Ａ：施策の方針/施策及び取組み（現行計画） 

基本方針４ 市民・企業・行政の協働 

市

民

・
企

業

・
行

政

の
多

様

な
連

携

に
よ
る
緑

の
保

全

・
活

用

・
創

出 

テーマ 

〈1〉公園緑地等の計画、整備、管理 

９６ ア 狭山丘陵の管理・保全 
９７ イ 公園の計画、整備、管理 

１ 緑化のしくみづくり 

９８ ウ 市民花壇の整備 継続（Ｃ５３） 

９９ エ 街路樹の管理  継続（Ｃ５４） 
 

Ｃ：施策の方針/施策及び取組み（見直し案） 

〈1〉公園緑地等の計画、整備、管理 

５１ 多様な主体の連携・協働による計画、整備、管理 

① 緑化のしくみづくり 

[具体的な取組み(案)]  東大和狭山緑地について市民や市民団体、市などが連
携・協働し、維持管理を充実。市民にとって公園緑地をより身近なものとし
ていくために、市が整備する公園緑地は、計画段階から市民が参加できるシ
ステムをつくりや管理においても市民と行政の協働体制を図れるよう検討。 
近年各地で取組みがみられる「アダプトプログラム」の導入の検討等 

Ｂ：廃止・統合理由や市民ニーズ等 

〈2〉ガイドブック等の作成 

１１１ ア 緑のガイドブック 
１１２ イ 緑化マニュアル 

〈1〉イベントの開催 

１０７ ア 環境市民のつどい 

１０８ イ 花いっぱい運動 

3 緑の普及・啓発 

１０９ ウ ガーデンコンテスト 

１１０ エ 自然観察会 

〈3〉緑の調査・教育 

１１３ ア 市民による自然環境の調査 

１１４ イ 学校教育との連携 

・財政が厳しくなれば、雑木林の会等のボランティアの方々に依存する割合
が上がっていく 

・市民・企業・行政の協力の重要性が高まっている 
 

５２ 民間活力による公園の計画、整備、管理 

[具体的な取組み(案)] 都市公園の魅力向上、施設整備・更新を持続的に進
めていくため、都市公園法に基づく公募設置管理制度（Park-PFI）など、
企業等の民間活力による都市公園整備や管理運営の手法導入の検討等 

・東大和を知らない人たちが長時間とどまり、楽しめるような公園と公園内
のカフェ運営を考えてほしい 

・大きな公園の中などにカフェを作ることで、その収益を他の緑と水を保全
する費用にできると良い 

・市民・企業・行政の協力の重要性が高まっている ５３ 市民花壇の整備 

５４ 市民参加による街路樹等の管理 

〈1〉多様な活動の支援 

② 緑化の支援体制づくり 

５5 ボランティア等の育成・支援 

[具体的な取組み(案)] 「緑のボランティア」の仕組みを効果的に活用し、
市民と行政の協働による緑化の推進、緑地保全・緑化活動のリーダー等の育
成や支援、環境団体等によるネットワークづくりや環境保全活動のために必
要となる情報提供等 

〈2〉緑化知識習得機会の創出 

５６ 講習会や園芸教室等の開催推進 

〈3〉情報発信機能等の強化 

５７ 情報発信機能等の強化 

〈4〉環境緑化基金の活用推進 

５８ 環境緑化基金の活用推進 

 
 

１００ 〈1〉ボランティアの育成 

２ 緑化の支援体制づくり 

１０１ 〈2〉市民団体への支援 

１０２ 〈3〉みどりの推進委員 

１０３ 〈4〉苗木等の配布 

１０４ 〈5〉講習会や園芸教室の実施 
 
１０５ 〈6〉情報ガイドセンターの設置 

１０６ 〈7〉緑化基金 

 
 

 
 

〈1〉イベントの開催 

③ 緑の普及・啓発 

５9 市民参加イベントの開催 

〈2〉緑化の奨励 

60 住宅地の緑化の奨励 

61 工場・事業所の緑化の奨励 

62 商店街の緑化の奨励 

63 駐車場の緑化の奨励 

〈3〉ガイドブック等の作成 

64 緑のガイドブック等の作成 

〈4〉緑の調査・教育 

65 市民協働による自然環境の調査・学校教育との連携 

・計画策定当時、市総合計画に位置づけられていたが、第三次基本計画
に移行する際に「達成」と評価され、削除されたため、廃止する 

・ガイドブック等の作成として、統合する 

８４ 〈1〉住宅地の緑化 

２ 民有地の緑化 

８５ 〈2〉工場等の緑化 

８６ 〈3〉商店街の緑化 

８７ 〈4〉駐車場の緑化 

８９ ア 新築・改築時等の緑化指導 
・住宅地の緑化の奨励として、見直し・統合する 

・ボランティア活動に参加したいけれど、きっかけがないという方々
のポテンシャルは高いため、計画のＰＲをできると良い 

・緑の基本計画は、市民と一緒にというのが大事なことなので、市民
にも理解してもらうことが大事である 

・もっと市民に周知することにより、緑豊かで快適な都市環境を構築
できると良い 

・イベントなどに関する宣伝をもっとするべきである 
・都と市や市民が話し合う場をつくることも計画に位置付けてほしい 

市民 

[具体的な取組み(案)] 市報やホームページ、ＳＮＳなどの媒体を活用し、
緑に関する総合的な情報を提供・発信、市民団体相互の情報交換がスムーズ
に行えるようなシステムづくりに向けての検討等 

ズ
 

・「都市緑地法」の改正により、民間企業との連携が推奨されているため、 
新規の取組みとする 

市民 

・ボランティアの支援と団体への支援を「支援」という視点で、統合する 

・萌芽更新をボランティアで行っているが人手が足りない 
・次の世代に繋げることができるようにしたい 
・市民意識を高める人材育成、組織づくりに力を注いだらと思う 
・活動する市民がつながる仕組みを考えてほしい 
・支援や受け皿づくりなど行政も一緒に取組んで行ってほしい 

市民 

・狭山丘陵を含めた市全体の公園緑地の管理として、統合する 

凡例  新規       廃止及び見直し・統合       統合       継続及び見直し・継続       市民意見 ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ 市民 

継続（Ｃ５６） 
 

継続（Ｃ５８） 
 

見直し・継続（Ｃ５７） 
 

・現在「環境市民の集い」で苗木配布を行っているため、統合する 
・イベント関係をまとめて、統合する 

見直し・継続（Ｃ６１） 
 
見直し・継続（Ｃ６２） 
 
見直し・継続（Ｃ６３） 
 

・緑の調査及び教育として、統合する 
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